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1章  はじめに 
1.1 介護サービス情報公表システムについて 
 

(1) 介護サービス情報公表システムの目的 
介護サービス情報公表システムは、介護サービスを受けようとする利用者をはじ

めとする、広く一般の人たちに向けて、都道府県内の介護サービス施設・介護事業

所が提供する介護サービス（居宅サービスや施設サービス等）の内容や実態を公表

するために作られたシステムです。 

そのため、このシステムを使って、介護サービス施設・事業所は自ら報告を行い、

指定調査機関（以降「調査機関」という。）はその報告にもとづき調査を行い、指

定公表センターは報告内容と調査結果をもとに一般公表するという作業を行う必

要があります。それらの作業を効率的に行えるよう、20年度は、指定公表センタ

ーと、事業所（報告事務）および調査機関（調査結果提出）との間で、インターネ

ットを利用しての報告や、報告内容の記載ミスを確認できるようになりました。 

さらに、20 年度では 35 種類（細分ベース）だった公表対象サービスが、21

年度には新たに15種類（細分ベース）が追加され50種類になるため、21年度

からは、より事務負担等の軽減に向け、 

 

① 各区分において、二つ以上の介護サービスを一体的に運営している場合には、

各区分における介護サービスの公表内容の多くが共通であること等から、事

務負担等に配慮し、一体的に報告及び調査を実施することが可能になりまし

た。 

② また、事業所、調査機関・調査員の負担を軽減することを目的として、調査

情報のマニュアルや規程等一部項目の確認が前年度は「あり」で今年度も「あ

り」の場合、調査を省くことが可能になりました。 

③ 他にも、より使いやすく、より分かりやすくシステムを改善いたしました。 

 

この３点が、2１年度介護サービス情報公表システムで大きく変わる点です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 介護サービス情報報告システム 

操作マニュアル（事業所） 

 - 4 - 

 

(2) このマニュアルについて 
インターネットによる調査票の授受を実現するため、20年度に「介護サービス

情報報告システム」（以降「報告システム」と呼びます）をスタートしました。 

このマニュアルは、事業所の方が報告システムを利用して、調査票を提出したり、

公表後に訂正したりする手順について説明するものです。 

 

また、このマニュアルでは、次のようなアイコンを使用しています。 

報告システムをさらに使いやすくするための、応用的な利用方

法を表しています。 

説明している内容の補足説明を表しています。 メモ 

注意 操作する上で、ご注意いただきたい点について表しています。 
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(3) 介護サービス情報公表システムの全体イメージ 
事業所・調査機関・公表センター間では、次のような運用が行われます。 

 

図 1：介護サービス情報公表システムの運用イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¸ 新規に指定を受けた場合など、訪問調査が免除され、基本情報だけを公表セ
ンターに報告する場合は、上の図の ❷や❸は必要ありません。 
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